
【見込量確保のための主な方策】 
 

 
○事業者相互の連携・情報共有・研修など人材育成の促進
○発達障がい、高次脳機能障がい等の専門的相談支援体制の構築の推進
○関係機関の連携等によるサービスの質の確保・向上 など
 
 
 
○障がい者等の個性や能力を発揮する場の提供
○相談支援に関する関連機関の連携体制の強化
○ピアサポートの場などの整備促進 ○手話通訳者の設置・派遣 など

 
 
○保健、医療、教育等の他部門との連携体制の整備
○障がい特性を踏まえた質の高い支援のための研修等の実施 など

３．市川市障害者計画  ⑵施策推進の方向と主な重点事業

第４次いちかわハートフルプラン (2021～2023年度) の概要 

第１回 市川市社会福祉審議会 
資料３-③ 

令和３年 10月 27日（水） 

１．第 4次いちかわハートフルプランの構成

市川市障害者計画 

市町村障害者計画 
（障害者基本法 11条 3項） 

市町村障害福祉計画（障害者総合支援法 88条 1項） 
市町村障害児福祉計画（児童福祉法 33条の 20第 1項） 

第６期市川市障害福祉計画 
第２期市川市障害児福祉計画 

☑ 障害者のための施策に関する基本的な計画
☑ 障害者基本計画（政府作成）、千葉県障害
者計画（県作成）を基本として策定

☑ サービス等の必要量の見込みや、その確保のため
の方策などを設定

☑ 「基本方針」（厚生労働大臣作成）に即して策定

第４次いちかわハートフルプラン 
【計画期間】３年間（令和３～５年度） 

２．市川市障害者計画  ⑴理念・将来像・基本目標

【基本目標】 
① ライフステージを通じたその人らしい暮らしの実現
② 誰にとっても安心なまちの実現
③ 地域の理解と相互の支え合いの実現

【理 念】 
「このまちで共に生きる」 

―多様性を認め合う、自ら選択・決定する― 

【将来像】 
「誰もが自分にあった生活を選ぶことができ、安心して暮らせるまち」 
―全国でも指折りの“障がいのある人が住みやすいまち”を目指して― 
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・保育園巡回相談
・特別支援教育の推進
 ▽市主催講座・後援等における合理的配慮の推進
▽就労支援に関わる研修 ▽優先調達の推進

・地域生活支援拠点等の整備
・障害者グループホーム等入居者家賃助成
・失語症会話パートナー派遣

▽相談支援に関する研修
▽成年後見制度利用支援
 ・ゲートキーパー養成研修
・身体障害者地域リハビリテーション体制の整備

▽障がいに関する理解啓発 ▽福祉の店運営支援
▽基幹相談支援センターによるネットワーク構築

① 子育て・教育の充実

② 社会参加・就労の促進

③ 生活支援の充実

④ 相談・権利擁護体制の確立

⑤ 保健・医療・リハビリテーションの充実

⑦ 地域の理解・支援の促進

⑥ 誰にとっても暮らしやすいまちづくりの
推進

▽避難行動要支援者対策
▽人にやさしい道づくり重点地区整備
▽グループホーム開設・運営支援

各施策に共通する 
横断的視点 

① 障がいのある人等の意見
の尊重と障がいのある人
自らの意思決定の支援

② 障がいのある人を中心と
した総合的な支援

③ 障がい特性等に配慮した
支援

④ アクセシビリティの向上
⑤ 障がいを理由とする差別

の解消

４．市川市障害福祉計画・市川市障害児福祉計画

【基本的な方向性】 
○障がい者等の自己決定の尊重と意
思決定の支援

○本市を基本とした身近な実施主体
と障がい種別によらない一元的な
障害福祉サービスの実施

○入所等から地域生活への移行、地
域生活の継続の支援、就労支援等
の課題に対応したサービス提供体
制の整備

○地域共生社会の実現に向けた取組
○障がい児の健やかな育成のための
発達支援

○障がい福祉人材の確保
○障がい者等の社会参加を支える取
組

訪問系／日中活動系／居住系サービス、計画相談支
援など 

障害福祉サービス 
・相談支援

障害児相談支援・児童発達支援・放課後等デイサー
ビスなど障害児通所支援等 

相談支援、成年後見利用支援、意思疎通支援、日生
具給付等、移動支援、地域活動支援センターなど 

地域生活支援事業 
（必須事業） 


